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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年９月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月８日 ２０時０８分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市白島
しらしま

西方沖 

 妙見埼灯台から真方位３３５°５.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°００.９′ 東経１３０°３８.４′） 

事故の概要 貨物船YU
ユ

 AN
アン

は、西南西進中、また、漁船第八春日
か す が

丸は、南東進

中、両船が衝突した。 

YU AN は、右舷中央部外板に擦過傷を生じ、第八春日丸は、船首

部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年６月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 YU AN（パナマ共和国籍）、２,６９０トン 

９５８１９２８（ＩＭＯ番号）、YU LIN SHIPPING CO.,LTD. 

８７.３３ｍ×１４.００ｍ×８.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２４kＷ、２０１０年（建造） 

Ｂ 漁船 第八春日丸、７.３トン 

  ＦＯ２－６６０２（漁船登録番号）、個人所有 

１４.６１ｍ（Lr）×３.０５ｍ×１.０７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２６.５９kＷ、平成１２年７月１９日 

第２９２－４６９３２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４２歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１５年１１月２６日 

     （２０２０年１０月１２日まで有効） 

航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ５２歳 

締約国資格受有者承認証 一等航海士（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１７年４月３日 

         （２０２２年１月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成９年４月１０日 
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免許証交付日 平成２９年２月２２日 

           （平成３４年４月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１１人（全員中華人民共和国

籍）が乗り組み、スクラップ約１,８００ｔを積載し、平成２９年６

月８日１８時４２分ごろ中華人民共和国海門
ハイメン

港に向けて関門航路西

口から出航した。 

 Ａ船は、法定の灯火を表示し、航海士Ａが、操舵手１人と共に船

橋当直につき、レーダー１台を４Ｍレンジのヘッドアップ表示と

し、エコートレイル機能を活用して見張りに当たった。 

航海士Ａは、操舵手を手動操舵に当たらせ、白島西方沖を真針路

約２５０°、約９.４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で航行中、レーダーで右舷前方にＢ船の映像を認め、１９時５９分

ごろ針路を２５５°に転じて航行を続けていたところ、Ｂ船が紅灯

の灯火を表示し、自船の前路に向けて左舷方に移動していることに

気付いた。 

航海士Ａは、Ｂ船が船首方を左舷方に横切ったのち、針路を反転

して右舷方に移動を始めたことに気付き、２０時０４分ごろ針路を

左に転じて、Ｂ船を右舷側に約１５０ｍ離す針路２５０°とし、速

力を保持した。 

Ａ船は、同じ針路及び速力で航行中、Ｂ船が再び反転し、両舷灯

をの灯火を表示して右舷方至近に接近していることに気付き、急い

で左舵１５°を指示し、Ｂ船に注意を促そうと、レーザポインタで

緑色光を船橋に向けて照射したものの、２０時０８分ごろＡ船の右

舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、衝突に気付いて昇橋し、海上保安庁からの指

示に従い、反転して現場海域に戻った後、巡視艇と合流し、関門港

門司区に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１８時２０分ごろはえ
．．

縄漁を

行う目的で、福岡県北九州市岩屋漁港を出港し、同港の北方約５.５

Ｍの漁場に向かった。 

 船長Ｂは、漁場に到着して魚の探索を行った後、速力を約５.７～

５.８kn とし、紅色全周灯２個、マスト灯、両舷灯及び船尾灯の灯火

を表示し、青色回転灯を１個掲げ、オーニングで天井を覆われて作

業灯を点けた船尾部に左舷方を向いた状態で立ち、１９時２３分ご

ろ船尾から延縄を投下しながら、自動操舵により操業を開始した。 
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 船長Ｂは、ＧＰＳプロッターに登録した漁獲のあった地点を通過

するよう、リモコン装置の操舵ダイヤルを操作し、船尾部から延縄

を投下しながら東西に移動して反転することを繰り返し、徐々に南

下した。 

船長Ｂは、船尾で投縄作業を行いながら、４Ｍレンジのコースア

ップに設定し、エコートレイルの表示を６分にしていた船橋内のレ

ーダーを見て、Ａ船を船首方約１.８～２.０Ｍに初認し、その後、

船首方やや左０.５Ｍに接近したのを認めたが、Ａ船が操業中のＢ船

を避航してくれると思った。 

Ｂ船は、南東に向けて投縄中、船長Ｂが、至近で波切り音を聞い

たことから危険を感じ、急いで機関を全速力後進としたが、Ａ船と

衝突した。 

 船長Ｂは、後進して機関を中立運転とし、船首部の損傷状況を確

認した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、巡視艇と合流後、岩屋漁港に帰港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＧＰＳ記録（抜粋）、写真１ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、中華人民共和国と日本とを結ぶ航路の運航に２００

７年から従事していて、現場海域の通航経験は豊富であった。 

航海士Ａは、Ｂ船に注意を喚起するための汽笛を吹鳴しなかっ

た。 

航海士Ａが使用したレーザポインタには、最大出力５０００mＷ、

周波数５３２nm±１０の表示があった。 

レーザ製品の安全に関する国際的な規格は、ＩＥＣ６０８２５－

１で定められ、日本においては、同ＩＥＣ規格をもとにＪＩＳ６０

８２「レーザ製品の安全基準」が定められている。ＩＥＣ６０８２

５－１の基準によれば、航海士Ａが使用したレーザポインタはクラ

ス４に該当するものと考えられる。 

クラス４のレーザ製品は、ＩＥＣ６０８２５－１の附属書Ｃ「ク

ラス及び付随する潜在的危険性に関する解説」によれば、「ビーム内

での観察及び皮膚への露光は危険であり、また、拡散反射の観察も

危険となる可能性もあるレーザ製品。これらのレーザには、しばし

ば火災の危険性が伴う。」とされている。 

また、ＩＥＣ６０８２５－１では、レーザ製品に、クラスに応じ

て「ビームをのぞき込まないこと」、「ビームや散乱光の目又は皮膚

への被ばくを避けること」等の説明ラベルを貼ることとされてい

る。 

一方、クラス４を含む高出力のレーザポインタは、規制が行われ

ている日本等で購入することはできないが、規制がない国では、安

価で容易に入手することが可能である。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、白島西方沖において、西南西進中、航海士Ａが、前路を

右舷方に横切るＢ船の船尾方をかわしたので、Ｂ船と衝突する危険

はないと思い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が

反転して接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、白島西方沖において、投縄しながら南東進中、船長Ｂ

が、接近するＡ船がＢ船を避けてくれると思い、見張りを適切に行

っていなかったことから、Ａ船に接近する針路になったことに気付

かないまま航行を続け、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、白島西方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船

が南東進中、航海士Ａが、前路を右舷方に横切るＢ船の船尾方をか

わしたので、Ｂ船と衝突する危険はないと思い、また、船長Ｂが、

Ａ船がＢ船を避けてくれると思い、両者が見張りを適切に行ってい

なかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・操業中の漁船は不規則な動きをすることを念頭に置き、なるべ

く近づかないこと。 

 ・接近する他船を認めたら、音響信号及び昼間信号灯等を積極的

に活用すること。 

 ・操業中は、接近して来る船が避けてくれると思い込まず、必要

に応じ、措置を講じること。 

・レーザポインタを人に照射しないこと。 
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付図１ 航行経路図 
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※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船

首方位は真方位である。 

 

             

付表２ Ｂ船のＧＰＳ記録（抜粋） 

 

時刻 

（時：分：秒） 

船位※ 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

19-58-07 34-01-04.3 130-38-20.0 

19-59-00 34-01-04.3 130-38-18.4 

20-00-03 34-01-03.9 130-38-12.8 

20-01-04 34-01-01.5 130-38-15.2 

20-02-07 34-00-59.8 130-38-21.4 

20-03-00 34-00-57.5 130-38-25.1 

20-04-03 34-00-58.2 130-38-20.7 

20-05-06 34-00-59.8 130-38-16.0 

20-06-08 34-00-58.7 130-38-12.1 

20-07-01 34-00-56.8 130-38-16.6 

20-08-03 34-00-53.4 130-38-21.0 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

時刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

19:58:04 34-01-23.9 130-40-07.6 245.0 248 9.4 

19:59:14 34-01-19.9 130-39-55.6 254.2 257 9.3 

20:00:04 34-01-18.0 130-39-46.7 255.6 256 9.3 

20:00:14 34-01-15.0 130-39-34.2 253.5 254 9.2 

20:02:04 34-01-12.8 130-39-25.3 252.9 255 9.3 

20:03:05 34-01-10.1 130-39-14.3 254.1 255 9.1 

20:04:05 34-01-07.5 130-39-03.6 253.6 252 9.3 

20:05:04 34-01-04.3 130-38-53.7 245.9 247 9.1 

20:06:13 34-01-00.1 130-38-42.0 245.1 247 9.3 

20:07:04 34-00-57.0 130-38-33.7 246.8 249 9.0 

20:08:13 34-00-53.1 130-38-21.7 250.2 245 9.0 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
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写真１ Ｂ船の損傷状況 

 

 

船首部圧壊 


